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共同企業体の場合の参加資格要件等 

 
１ 共同企業体の場合の参加資格要件 

①２者以上による共同企業体であること。 

②共同企業体の代表者および構成員は別紙「01 プロポーザル実施要領」２（１）～（５）の資格要

件を満たすこと。 

③共同企業体として別紙「01 プロポーザル実施要領」２（６）の資格要件を満たすこと。（代表者、

構成員のいずれかが満たすものとする） 

 

 

２ 共同企業体の場合の提出書類等 

（１）提出書類 

①参加表明書（様式第１号）（共同企業体として記載すること） 

②会社概要（様式自由、ただしＡ４版とする。代表企業および構成員。） 

③共同企業体としての業務実績の確認書類（※１） 

（※１）業務実績の確認書類は、契約書の写し（実績が確認できる部分の仕様書を含む）、ＴＥＣ

ＲＩＳ（業務カルテ）の写しなど、業務の実績内容がわかる書類を提出すること。 

また、提出する書類には、実績が確認できる箇所に目印（マーカー等）を付けること。

（参加資格要件を満たす契約履行実績１件分を提出。） 

④本業務に配置予定の技術者等の経歴等（様式第２-１号～２-３号）（※２）（※３） 

 （※２）別紙「02 仕様書」の「３．技術者等の配置要件（１）～（３）」について、直接雇用して

いる者であることがわかる書類の写しを④に添付すること。 

 （※３）別紙「02 仕様書」の「３．技術者等の配置要件（５）、（６）」について、有資格者である

ことがわかる書類の写しを④に添付すること。 

⑤各構成員の出資比率を記載した書類または構成員ごとの業務を記載した書類（様式自由、ただしＡ 

４版とする。） 

⑥協定書の写し（※４） 

 （※４）共同企業体構成員すべての企業名、代表者名、代表者印があること。 

（２）提出部数、提出場所、提出方法、参加資格の審査について 

 別紙「01 プロポーザル実施要領」５（２）、（４）～（６）のとおり。 

（３）提出期限について 

 上記（１）提出書類①～⑤については令和６年４月９日（火）17 時必着。⑥については令和６年４ 

月 16 日（火）17 時必着。 

 

 

３ その他 

・共同企業体として参加を希望する場合、別紙「02 仕様書」の「３．技術者等の配置要件」につい 

ては、代表者、構成員のいずれかが配置要件を満たすものとする。 


